
1 
 

仕 様 書 

 
１ 業務名 

  令和８年度消費生活相談員対応強化研修業務 

 

２ 業務の目的 

  複雑化・高度化する消費生活相談への対応及び消費生活講座の講師としての技術・

知識の習得のため、県内の消費生活相談員等のスキルアップを目的とした各種研修を

開催し、消費生活相談等の対応力強化を図る。 

 

３ 委託業務の内容 

 本委託業務は「地方消費者行政強化交付金交付要綱（令和８年２月３日消費者庁長

官決定）」の規定に基づき実施する。 

  

 （１）研修の企画 

    研修テーマの選定及び研修実施方法は以下のとおり決定すること。 

    研修会は４日間、各回対面での受講可能人数５０名程度を実施の目安とする。   

（別紙「研修計画」を参照） 

  実施する時間や曜日等の工夫、交通の便の良い場所での会場確保、オンライン

の活用、オンデマンド配信等により多くの相談員の研修参加機会を確保するこ

と。また、オンデマンド配信の配信期間を 1 か月以上確保できるよう日程を組む

こと。 

 研修テーマは、近年の消費者トラブル事例や相談対応時の課題等、受講対象者に

とって関心の高いテーマを選定すること。（別添「消費生活相談員へのアンケート

結果」参照） 

なお、１つのテーマを複数回実施することも可とする。 

 また、国民生活センター等の研修予定を確認し、似通った研修テーマを選定する

ことは避けること。 

 研修会場では、必要に応じて感染症対策や対応を講じること。 

 （２）講師選定・調整 

    研修テーマに適した講師を選定すること。 

また、選定された講師は、受講対象者に行った研修テーマの要望調査や昨年度 

のアンケート結果を踏まえて具体的な研修内容を決定すること。 

 （３）研修受講者の募集 

    受講対象者への募集案内の作成、参加者の取りまとめ、受講者への研修案内の 

送付を行うこと。 

 （４）研修実施 

    研修会当日の会場設営、研修会の司会進行、研修資料の準備等、研修会実施の

ために必要な業務を行うこと。 

 （５）研修実施後の処理 

    謝金・会場使用料・資料代等の支払、研修結果の取りまとめを行うこと。 

 （６）全体結果の報告 

    各回の研修概要、受講者数、アンケート結果等を内容とする実施報告書、参加
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者名簿、収支報告書、その他実施概要が分かる資料を作成し、提出すること。 

４ 経費の負担 

  委託業務の実施に際し、受託業者は次の経費を負担する。 

 （１）講師謝金 

 （２）会場使用料（オンライン配信等のためのパソコン等機材使用料を含む） 

 （３）研修資料代 

 （４）上記のほか、委託業務の実施のため必要と認められる一般管理費 

 

５ その他 

 本仕様書に定めのない事項については、その都度県と受託業者との協議により決定

する。 


